
ハンセン病に係る偏見差別の解消のための施策検討会 

当事者市民部会（第 1回） 次第 

 

１．日時：令和 3年 8月 12日（木）13時～15時 

 

２．場所：オンライン会議 

 

３．議題： 

（１）会議の公開方法の確認 

  

（２）開会挨拶 

 

（３）出席者紹介 

 

（４）委員長の互選 

 

（５）検討会の進め方について（協議） 

     

４．その他 

 ・次回：9月前半＠オンライン会議 

 

【配布資料】 

・資料１：ハンセン病に係る偏見差別の解消のための施策検討会運営要綱 

・資料２：調査計画作成までの流れ（案） 
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ハンセン病に係る偏見差別の解消のための施策検討会運営要綱 

 

（目的） 

第１条 ハンセン病に係る偏見差別の解消のための施策検討会（以下「検討会」

という。）は、ハンセン病に対する偏見差別の現状とこれをもたらした要因の解

明、国のこれまでの啓発活動の特徴と問題点の分析、偏見差別の解消のために

必要な広報活動や人権教育、差別事案への対処の在り方についての提言を行う

など、今後のハンセン病に対する偏見差別の解消に資することを目的として設

置する。 

 

（有識者会議等の設置） 

第２条 検討会は、有識者会議及び当事者市民部会で構成する。 

２ 有識者会議においては、目的に沿った検討を行うほか、当事者市民部会の報

告を受けて全体的な報告書の作成を行う。 

３ 当事者市民部会においては、主として、これまでの施策の評価及び提言の検

討を行う。 

 

（構成） 

第３条 有識者会議の委員は、学識経験者（歴史学者、社会学者、法律家、人権

教育の専門家、学校関係者等）及びハンセン病違憲国家賠償訴訟全国弁護団連

絡会の 10 名程度で構成し、委託先である株式会社三菱総合研究所代表取締役

社長が選任する。 

２ 当事者市民部会の委員は、ハンセン病違憲国家賠償訴訟全国原告団協議会、

全国ハンセン病療養所入所者協議会、ハンセン病家族訴訟原告団、ハンセン病

関係市民団体及び有識者会議の当事者市民部会担当の２０名以内で構成し、委

託先である株式会社三菱総合研究所代表取締役社長が選任する。 

 

（座長及び委員長） 

第４条 検討会に座長をおく。座長は、有識者会議の委員の互選による。 

２ 有識者会議に委員長をおくことができる。委員長は、検討会の座長が兼任す

る。 

３ 当事者市民部会に委員長をおくことができる。委員長は、当事者市民部会の

委員の互選による。 

 

（有識者会議及び当事者市民部会の活動） 

第５条 有識者会議は、第１条の趣旨に基づき、基本的な検討課題を整理して現

状把握、要因分析等を行うとともに、当事者市民部会からの報告等を踏まえ、

当該課題について審議した上、報告書を作成する。 

２ 当事者市民部会は、当事者、市民団体としての視点から、国のこれまでの啓

発活動の評価を行うとともに、今後の啓発活動の在り方への提言を行い、有識

者会議に報告する。 

３ 有識者会議において作成された報告書を検討会の報告書とし、「ハンセン病

に係る偏見差別の解消に向けた協議の場」へ提出する。 

9920033
スタンプ



 

（資料開示） 

第６条 厚生労働省、法務省および文部科学省は、検討会から求めがあった場合、

個人のプライバシー保護等に配慮しつつ、その保存する関係資料を原則として

すべて検討会に対し開示する。 

 

（会議の公開） 

第７条 検討会は公開する。また、検討会の議事録は毎回作成し、内容を出席者

が確認した上、公開する。 

２ 前項の規定にかかわらず、座長は、個人に関する情報を保護する必要がある

場合、公開することにより、出席者間の率直な意見の交換又は意思決定の中立

性が不当に損なわれるおそれがある場合、特定の者に不当な利益を与え又は不

利益を及ぼすおそれがある場合、その他座長が必要と認める場合は、有識者会

議の意見を聞いた上で、検討会および議事録の全部または一部を非公開とする

ことができる。 

 

（事務局） 

第８条 検討会の運営事務は、委託先である株式会社三菱総合研究所が行う。 

 



資料２ 

ハンセン病に係る偏見差別の解消のための施策検討会 調査計画作成までの流れ（案） 

 

日付 有識者会議 当事者市民部会 

7/31 【第 1回】 

⚫検討会に期待すること、実施したい調

査について意見交換 

 

8/10〆切 （書面での意見提出） 

⚫検討会の参考となる先行研究、第 1回

の意見をより具体化した調査概要の提

出 

 

8/12  【第 1回】 

⚫検討会に期待すること、実施したい調

査について意見交換 

8/13～23 【会議間打合せ】 

8/24 【第 2回】 

⚫有識者会議の書面意見、第 1回当事者

市民部会での意見をふまえ、検討会で

実施する調査、優先順位を検討 

⚫有識者会議としての調査計画（案）作

成 

※必要に応じて WGメンバー選任 

 

9月前半  【第 2回】 

⚫有識者会議の調査計画（案）に対する

意見・要望（協議） 

9月後半 （書面での意見提出） 

⚫第 2回当事者市民部会での意見をふま

えた計画の見直しに関する意見の提出 

⚫座長にて計画（案）をブラッシュアッ

プ 

 

10月 【第３回】 

⚫調査計画の確定 

 

 

 
 

 

 


